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はじめに

• 世田谷区商店街イベント支援事業補助金（以下、「イベント補助金」と言います。）は、商店

街のより一層の賑わいづくりや商店街の活性化などのために、商店街の皆様が実施するイベン

トをサポートするための補助金となります。補助金は公金（税金）になりますので、無条件に

支払われるわけではありません。また、過去には他の自治体で、補助金の不適正な処理等が指

摘されております。世田谷区で同様の不適切な扱いが発覚した場合には、相当な影響があると

思われます。ルールを守って、商店街の発展のために有効活用してください。

今年度の主な変更点

3

• こども応援事業、全国連携事業について

令和８年度から標記事業が新たに設けられました。こども向けに実施するイベントや他道府県

の団体と連携し実施するイベントが補助対象事業となります。標記事業を申請する場合、通常の

イベント補助金の申請回数には含まれません。

詳しくは、こども応援事業はＰ.７、全国連携事業はＰ.８をご確認ください。

• 補助率・補助上限額の変更について

若手・女性支援事業、女性活躍推進事業、少額支援事業、少額助成について補助率や補助限度

額が変更となりました。詳しくは、Ｐ.６～Ｐ.９をご確認ください。

• 自然災害時の取扱いについて

自然災害によってイベントを中止する場合において、補助対象として認められる経費が拡充さ

れました。ただし、要件を満たさない場合は補助対象外となりますので、詳しくはＰ.３８をご確

認ください。

• 業務の外部委託化について

イベント補助金の業務の一部を外部業者に委託します。それに伴い、商業課の電話番号ではな

く外部業者の電話番号から連絡する場合がありますのでご承知おきください。

外部委託業者TEL 03-5539-3243

申請書類及び実績報告書類の書式について

申請書類及び実績報告書類の書式は、世田谷区ホームページに掲載していますので、必要に応じて

ダウンロードしてください。インターネット環境が整っていない商店街につきましては、各種書類

を郵送しますので、商業課までご連絡ください。

【掲載先】

① 世田谷区ホームページの検索メニューのアイコン をクリック

② 「ページIDから探す」という検索バーに「５０３７」と入力

③ 商店街イベント支援事業のページに移動後、「申請書類」または「実績報告書類」の欄からダ

ウンロード

R7補助率 R7補助限度額 R8補助率 R8補助限度額

若手・女性 ８／９ ８８万８千円 １１／１２ １３７万５千円

女性活躍 １１／１２ ９１万６千円 １１／１２ １３７万５千円

少額支援 ８／９ ８８万８千円 ８／９ １３３万２千円

少額助成 ２／３ ４０万円 ２／３ ６０万円

世田谷区商店街イベント支援事業補助金について



イベント補助金の概要

補助金の概要

補助対象者 • 商店街振興組合、事業協同組合、任意商店会

• 世田谷区商店街連合会

• 世田谷区商店街振興組合連合会

※任意商店会とは、法人格のない商店街を指します。

イベント補助金の共通要
件

• 原則、イベントを実施する商店街の街区内で行うこと

• 連続する期間に行うイベントであること

• 商店街が自ら企画し実施するイベントであること

• 令和９年３月１５日（月）までにイベントが終了し、なおかつ、

実績報告もすること

• 決算関係書類にイベントの総事業費や補助金額を記載すること

• 会則、役員名簿、会員名簿、過去２か年度分の総会資料及び議事

録を提出すること

※上記の提出がない場合、交付決定が取消されることがあります。

補助対象事業の例 • 文化、歴史など地域資源を活かしたイベント

• 資源リサイクル、環境対策に資するイベント

• 地域福祉、健康に資するイベント

• 防犯防災や生活安全に資するイベント

補助対象とならない事業
の例

• 他の補助金（負担金、分担金を含む）を一部財源とする事業

• イベントの企画や運営に関する委託費が総事業費の５０％を超え

る事業

• 商店街以外の団体と共催する事業（実行委員会の構成員に商店街

以外の団体が含まれる事業）

• 販売促進を目的としたチラシ・ポスター等の作製のみ、フラッグ

等の装飾のみを実施する事業

• 景品表示法に違反した事業

• 一部地域の地区会・連合会が主催する事業

補助対象経費 • Ｐ.１８～Ｐ.３６「補助対象経費」をご確認ください。

• まちゼミ・まちバル支援事業については、周知費用のみ補助対象

となります。詳しくはＰ.１０をご確認ください
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イベント補助金の概要

イベント補助金の種類（東京都と世田谷区による補助）

①商店街イベント支援事業

補助率 補助対象経費の２／３以内

補助限度額
６００万円／イベント

※共催の場合も補助限度額は変わりません

補助事業数

・１商店街あたり年度内２回まで

・複数の商店街との共催イベントを含めた場合、年度内３回まで

・新たに法人化した商店街は商店街が設立された年度、または翌年度から３年間

に限り年度内３回まで。複数の商店街との共催イベントを含めた場合、年度内

４回まで

要件 ・東京都チャレンジ戦略支援事業の交付決定を受けたイベントであること 5

補助
事業数

補助率 備考
参照
ページ

①商店街イベ

ント支援事業

２回
（※１）

２／３

※１ 共催イベント含めた場合は３回まで

・単独開催２＋共催１

・単独開催１＋共催２

・共催３

P.５

②組織活力向

上支援事業

１回
（※２）

１１／１２
※２ ①商店街イベント支援事業の補助事業数

が－１回となります。
P.６

③若手・女性

支援事業
１回 １１／１２ P.６

④女性活躍推

進事業
１回 １１／１２ P.７

⑤こども応援

事業
１回 ８／９ P.７

⑥全国連携事

業
１回 ８／９ P.８

⑦小額支援事

業
１回 ８／９

前年度にすべての補助金実績がなく、かつ、当

年度に本事業以外の補助金の活用見込みがない

場合のみ申請可能

P.８

⑧小額助成 １回 ２／３
会則、役員名簿、直近過去２年間の総会資料及

び議事録を有しない任意商店会のみ申請可能
P.９

１商店街あたりの最大補助事業数

＜①商店街イベント支援事業が単独開催イベントのみの場合＞６事業

＜①商店街イベント支援事業に共催イベントが含まれる場合＞７事業



イベント補助金の概要

②組織活力向上支援事業

補助率
補助対象経費の１１／１２以内

※イベント中止保険及び３月中の契約に基づく経費は、補助率は２／３

補助限度額 ４１２万５千円

補助事業数
年度内１回まで

※①商店街イベント支援事業の実施可能回数は-1回となります。

要件

・補助対象者は、商店街振興組合または事業協同組合のみ

・複数商店街での共催は不可

・東京都チャレンジ戦略支援事業の交付決定を受けたイベントであること

③若手・女性支援事業

補助率
補助対象経費の１１／１２以内

※イベント中止保険及び３月中の契約に基づく経費は、補助率は２／３

補助限度額 １３７万５千円

補助事業数 年度内１回まで

要件

・商店街の若手・女性グループが企画・実行するイベントであること

※若手・女性グループの要件については以下をご確認ください。

・複数商店街での共催は不可

・東京都の交付決定を受けたイベントであること

※令和８年度より「総事業費１００万円以下であること」の要件は撤廃されました。

若手・女性グループの要件

・商店街関係者及びその同居する親族（同一生計）である５名以上の若手又

は女性で構成されていること

・若手又は女性が構成員の過半数を超えること。

・若手又は女性がグループの代表者となること

・構成員の過半数及び代表者が商店街役員となるグループでないこと

・構成員は、イベントの企画及び実行を担うメンバーであること

・構成員名簿（任意様式。氏名、年齢、性別のほか、店舗等の名称、業

種・業態、役員の有無を記載）を提出すること

※若手とは、年度末年齢４９歳以下の者を指します。
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イベント補助金の概要

④女性活躍推進事業

補助率
補助対象経費の１１／１２以内

※イベント中止保険及び３月中の契約に基づく経費は、補助率は２／３

補助限度額
１３７万５千円

※共催の場合も補助限度額は変わりません

補助事業数 年度内１回まで

要件

・商店街の女性グループが企画・実行するイベントであること

※女性グループの要件については以下をご確認ください。

・複数商店街での共催は可能ですが、女性活躍推進事業同士で共催してください。

例）一方の商店街が女性活躍推進事業、もう一方の商店街が商店街イベント支援

事業として、共催することはできません。

・東京都の交付決定を受けたイベントであること

女性グループの要件

・商店街関係者及びその同居する親族（同一生計）である５名以上の女性で

構成されていること

・構成員は、イベントの企画及び実行を担うメンバーであること

・構成員名簿（任意様式。氏名、年齢、性別のほか、店舗等の名称、業

種・業態を記載）を提出すること

・複数の商店街で共催事業を実施する場合、商店街毎に女性グループを構成

する必要があります。

⑤こども応援事業

補助率
補助対象経費の８／９以内

※イベント中止保険及び３月中の契約に基づく経費は、補助率は２／３

補助限度額
１３３万２千円

※共催の場合も補助限度額は変わりません

補助事業数 年度内１回まで

要件

・こども向けに実施するイベントであること

・事業内容または費用の概ね半分以上が「こども向け」であること

・対外的な周知物に「こども向け」の事業であることを記載すること

・複数商店街での共催は可能ですが、こども応援事業同士で共催してください。

例）一方の商店街がこども応援事業、もう一方の商店街が商店街イベント支援事

            業として、共催することはできません。

・東京都チャレンジ戦略支援事業の交付決定を受けたイベントであること

※「こども」とは、１８歳（または高校生）までの者を指します。
7



イベント補助金の概要

⑥全国連携事業

補助率
補助対象経費の８／９以内

※イベント中止保険及び３月中の契約に基づく経費は、補助率は２／３

補助限度額
１３３万２千円

※共催の場合も補助限度額は変わりません

補助事業数 年度内１回まで

要件

・他道府県の団体等と連携して実施するイベントであること

（商店街が実施するイベントに、他団体が協力する形です。他団体が主催・共催す

るイベントは補助対象外となります。）

・連携先の団体等が、以下のいずれかに当てはまること

①以下の地域に属している団体等

・群馬県川場村

・神奈川県川崎市

・沖縄県宮古島市

②商店街等が協定を結んだ自治体・商店街等

③被災地

・連携先が②の場合、「協定書」等を提出すること

・対外的な周知物に連携先に関して記載すること（連携先の地域や団体名など）

・複数商店街での共催は可能ですが、全国連携事業同士で共催してください。

例）一方の商店街が全国連携事業、もう一方の商店街が商店街イベント支援事業

として、共催することはできません。

・東京都チャレンジ戦略支援事業の交付決定を受けたイベントであること

⑦小額支援事業

補助率
補助対象経費の８／９以内

※イベント中止保険及び３月中の契約に基づく経費は、補助率は２／３

補助限度額 １３３万２千円

補助事業数 年度内１回まで

要件

・補助対象者は、前年度にすべての補助金実績がなく、かつ、当年度に少額支援事

業以外の補助金の活用見込みがない商店街のみ

・総事業費が１００万円以下のイベントであること

・防災や環境等、テーマを掲げて実施するイベントであること

・東京都チャレンジ戦略支援事業の交付決定を受けたイベントであること

※２カ年度連続で申請することが可能
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イベント補助金の概要

⑧小額助成

補助率 補助対象経費の２／３以内

補助限度額 ６０万円

補助事業数 年度内１回まで

要件

・補助対象者は、会則、役員名簿、直近過去２年間の総会資料及び議事録を有しな

い任意商店会のみ

・東京都チャレンジ戦略支援事業の交付決定を受けたイベントであること

新規イベントトライアル事業

補助率 補助対象経費の１／２以内

補助限度額
５０万円

※共催の場合の補助金額の算出方法はＰ.１１をご確認ください。

補助事業数 年度内１回まで

要件

・商店街が新たに企画、実施するイベントであること

・過去に実施したイベントと同じ内容のイベントは補助対象外

・他の商店街との共催が可能

イベント補助金の種類（世田谷区単独による補助）

社会貢献型イベント事業

補助率 補助対象経費の１／２以内

補助限度額
２５万円

※共催の場合の補助金額の算出方法はＰ.１１をご確認ください。

補助事業数 年度内１回まで

要件
・防犯、防災、福祉、環境等、社会貢献をテーマにしたイベントであること

・他の商店街との共催が可能
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イベント補助金の概要

まちゼミ・まちバル支援事業

補助率 補助対象経費の１／２以内

補助限度額

２５万円

※共催の場合は補助限度額が異なります。

補助金額の算出方法はＰ.１１をご確認ください。

補助事業数
まちゼミ・まちバル合わせて、年度内２回まで

※共催の場合も回数に含みます。

要件

・商店街が実施する、まちゼミもしくはまちバルであること

☆まちゼミとは

各個店の店主等が講師となり、予約制で各店の専門知識を受講者に無料で講義、

実技体験を提供する少人数(約５人程度)のゼミナールです。

☆まちバルとは

各個店がワンドリンク、ワンフードのバルメニュー（まちバル専用のニュー）

を用意し、参加者は５枚綴り程度のチケットを事前に購入し、参加店の情報が

記載されたマップを参考に、好みのバルメニューを食べ・飲み歩くイベントで

す。

・次の周知費用のみ補助対象とします。

①ポスターの作成に係る経費

②チラシの作成に係る経費

③のぼりの作成に係る経費

④立看板の作成に係る経費

⑤フラッグの作成に係る経費

⑥チケットの作成に係る経費

⑦新聞折込代

⑧広告掲載料

⑨イベント専用ホームページ等の作成・運用に係る経費

⑩事前告知用街頭放送経費の作成に係る経費

⑪フラッグの取付・取外代

・周知物における広告収益についてのみ売り上げとして計上すること

・他の商店街との共催が可能
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共催イベントの注意事項

• 複数の商店街で共催する場合、共催する各商店街の負担割合を申請時に決める必要があります。

• 共催の場合、極端な負担割合にならないよう注意してください。

• 各商店街には、確定額通知書にて補助金額を通知します。

• 共催する各商店街の決算関係書類に、負担割合に合った金額の支出額や補助金額の記載が必要と

なります。

• 領収書等の宛名は、イベント補助金を申請した商店街名で統一してください。



イベント補助金の概要

共催の場合の補助金額の算出方法
（まちゼミ・まちバル支援事業）

共催の場合、費用負担割合から各商店街毎の補助金額を計算し、合算した額をイベント全
体の補助金額とします。

≪例≫

補助対象経費：70万円

費用負担割合：Ａ商店街20％（14万円）Ｂ商店街80％（56万円）

①と②を合算した額：7万円(①)＋25万円(②)＝32万円→交付決定額 32万円

A商店街 14万円 B商店街 56万円

Ａ商店街分補助金額：14万円×1/2＝7万円…①

Ｂ商店街分補助金額：56万円×1/2＝28万 ただし上限25万円→25万円…②

共催の場合の補助金額の算出方法
（新規イベントトライアル事業・社会貢献型イベント事業）

共催の場合、費用負担割合から各商店街毎の補助金額を計算し、合算した額をイベント全

体の補助金額とします。ただし合算した額の上限も単独開催と同様となります。

≪例≫ 新規イベントトライアル事業の場合

補助対象経費：140万円

費用負担割合：Ａ商店街20％（28万円）Ｂ商店街80％（112万円）

①と②を合算した額：14万円(①)＋50万円(②)＝64万円…③

ただし合算した額③の上限も50万円→交付決定額 50万円

各商店街の交付決定額 ：A商店街 10万円 B商店街 40万円

A商店街 28万円 B商店街 112万円

Ａ商店街分補助金額：28万円×1/2＝14万円…①

Ｂ商店街分補助金額：112万円×1/2＝56万 ただし上限50万円→50万円…②
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イベント補助金の概要

12

申請から支払いまでの流れ



交付申請

交付申請について（東京都と世田谷区による補助）

提出書類

書類の種類 様式 対象者 記入方法

【第１号様式】

補助金交付申請書
● 全員 Ｐ.４８

交付申請書 別紙１ ● 全員 Ｐ.４９

確定額計算書

（チャレンジ戦略申請用）
● 該当者のみ

前年度に申請したイベントを、翌
年度も申請する場合のみ提出する
こと

Ｐ.５０

支出予定明細 ● 該当者のみ
新規イベントを申請する場合、ま
たは、確定額計算書に追記がある
場合は提出すること

Ｐ.５１

景品・記念品調査票 ● 該当者のみ
景品・記念品がある場合は提出す

ること

Ｐ.５３
Ｐ.５４

備品購入希望票

見積書

デザイン案

● 該当者のみ

備品の購入予定がある場合は提出

すること

≪備品とは≫

同一イベントで複数年度使用する

物品のこと

※提出いただいても、必ずしも補

助対象になるわけではありません。

Ｐ.５５

若手・女性グループ構成員

名簿

女性グループ構成員名簿

◎ 該当者のみ

「若手・女性支援事業」、「女性

活躍推進事業」を申請する場合は

提出すること

イベント中止保険の見積書 ◎ 該当者のみ

保険の加入を検討している場合は

提出すること

※イベント一式ではなく、どの経

費に掛ける保険なのか、内訳が確

認できる見積書をご提出ください。

会則・役員名簿・直近過去

２年間の総会資料及び議事

録

◎ 該当者のみ
「小額助成」以外の補助金を申請

する場合は提出すること

提出期限

令和８年３月２日（月）までに商業課必着

※期限までに提出がない場合、申請のないものとします。

POINT

・補助金の交付決定後でないと業者と契約できません。

・イベントの内容により、補助対象とならない場合があります。
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●：指定のフォーマット ◎：ご自身で用意



交付申請

交付申請について（世田谷区単独による補助）

提出書類

書類の種類 様式 対象者 記入方法

【第１号様式】

補助金交付申請書
● 全員 Ｐ.４８

交付申請書 別紙１ ● 全員 Ｐ.４９

交付申請書 別紙２ ● 全員 Ｐ.５２

支出予定明細 ● 全員 Ｐ.５１

景品・記念品調査票 ● 該当者のみ
景品・記念品がある場合は提出す

ること

Ｐ.５３
Ｐ.５４

備品購入希望票

見積書

デザイン案

● 該当者のみ

備品の購入予定がある場合は提出

すること

≪備品とは≫

同一イベントで複数年度使用する

物品のこと

※提出いただいても、必ずしも補

助対象になるわけではありません。

Ｐ.５５

イベント中止保険の見積書 ◎ 該当者のみ

保険の加入を検討している場合は

提出すること

※イベント一式ではなく、どの経

費に掛ける保険なのか、内訳が確

認できる見積書をご提出ください。

イベントの実施及びその予

算を決議した総会または役

員会等の議事録

◎ 全員

提出期限

イベント実施日の２ヶ月前まで

POINT

・イベント実施の計画段階で、商業課へご連絡ください。

・補助金の交付決定後でないと業者と契約できません。

・イベントの内容により、補助対象とならない場合があります。
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●：指定のフォーマット ◎：ご自身で用意



変更・中止申請

イベント内容等に変更が生じる場合（変更申請）

提出書類

書類の種類 様式 対象者 記入方法

【第３号様式】

変更（中止）承認申請書
● 該当者のみ

イベント内容等に変更が生じる場
合やイベントが中止になる場合

Ｐ.５６

提出期限

イベント実施日の４５日前まで

15

• イベント名や内容、実施期間等に変更が生じる場合、変更内容によって以下の が必

要となります。

• 変更が生じる場合、必ずイベント実施前に商業課へご相談ください。

• 事前に変更申請されずイベントが実施された場合、もしくは、変更申請が認められない場合は、

その変更部分もしくはイベント全体が補助対象外となる恐れがあります。

具体例

変更申請が必要な場
合

• イベント名が大きく変わる場合

• イベント開始日もしくは終了日

を起点として、イベントの実施

期間が、３カ月以上ずれる場合

• イベント実施場所が、商店街の

街区外に変わる場合

• イベントの主旨は変わらないも

のの、イベントの構成要素が大

きく変更になる場合

• イベントの実施期間を以下のよ

うに変更する。

変更前：8/1～9/15

変更後：11/5～11/30

• イベントの構成要素のひとつで

あるステージイベントを中止し、

新たに抽選会を実施する。

• 歳末セール＆イルミネーション

イベントにおいて、歳末セール

の部分を中止する。

変更が認められない
場合

• 交付申請時のイベント内容とイ

ベントの主旨が異なる場合

• イベント内容等が大幅に変更に

なる場合

• 「餅つき大会」から「歳末セー

ル」にイベント名称が変更とな

り、「餅つき」に関するイベン

トを一切行わない。

イベントが中止になる場合（中止申請）

・イベントが中止となる場合も、上記の変更申請と同じ をご提出ください。

提出書類

提出書類

●：指定のフォーマット ◎：ご自身で用意



実績報告

実績報告について

提出書類

書類の種類 様式 対象者 記入方法

実績報告書 別紙１ ● 全員 Ｐ.５７

事業費出納簿（様式１） ● 全員 Ｐ.５８

アルバイト賃金領収簿

（様式２）
● 該当者のみ

アルバイトを雇用した場合は提出
すること

Ｐ.５９

景品・記念品台帳

（様式３）
● 該当者のみ

景品・記念品を配布した場合は提
出すること

Ｐ.６０

謝礼内容一覧（様式４） ● 該当者のみ 謝礼を渡した場合は提出すること Ｐ.６１

金券類受払簿（様式５） ● 該当者のみ
イベントを通して金券を扱った場

合は提出すること
Ｐ.６２

備品管理簿（様式６） ● 該当者のみ 備品がある場合は提出すること Ｐ.６３

売上等収益確認書

（様式７）
● 該当者のみ

売上等収益が発生した場合は提出

すること
Ｐ.６４

消耗品使用状況報告書

（様式８）
● 該当者のみ 消耗品がある場合は提出すること Ｐ.６５

写真台帳 ● 全員 Ｐ.７１

若手・女性グループ構成員

名簿

女性グループ構成員名簿

◎ 該当者のみ

「若手・女性支援事業」、「女性

活躍推進事業」の場合は提出する

こと

使用した制作物の原本 ◎ 該当者のみ

制作物がある場合は提出すること

《制作物の例》

・ポスター

・チラシ

・抽選券

・お買い物券 等

見積書（商店街代表者の確

認印付き）

もしくは

契約書

◎ 該当者のみ

１件５０万円（税込）以上の経費

がある場合は提出すること

※同一業者と複数の契約を結び、

合算して５０万円（税込）以上と

なる場合も提出が必要
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●：指定のフォーマット ◎：ご自身で用意



実績報告

提出書類

書類の種類 様式 対象者 記入方法

見積書（３社分）

業者選定議事録

契約書

◎ 該当者のみ

１件１００万円（税込）以上の経

費がある場合は提出すること

※同一業者と複数の契約を結び、

合算して１００万円（税込）以上

となる場合も提出が必要

※価格が最も安価な業者を選定し

てください

費用の内訳が分かる書類 ◎ 全員 請求書など Ｐ.６６

口座振込を行ったことが分

かる書類
◎ 該当者のみ

口座振込の控えなど

１件１０万円（税込）以上の支払

いがある場合は提出すること

※同一業者と複数の契約を結び、

合算して１０万円（税込）以上と

なる場合も提出が必要

※謝礼であっても、１０万円以上

であれば口座振込で支払ってくだ

さい

支払ったことが確認できる

書類
◎ 全員 領収書、口座振込の控えなど Ｐ.６７

各経費の必要な書類 ◎ 全員
各経費の必要書類はＰ.１９～Ｐ.

３６を参照

イベント実績報告チェック

表
● 全員
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●：指定のフォーマット ◎：ご自身で用意

提出期限

イベント終了後１ヶ月以内

２月に終了するイベントは終了後２週間以内

３月に終了するイベントは令和９年３月１５日（月）までにご提出ください。



補助対象経費

補助対象となる経費について

イベント補助金の補助対象経費は、以下のすべてを満たす経費となります。

1. 交付決定を受けたイベントの実施に係る直接的かつ必要最低限の経費（原則イベント期間の前

後２日間までに係る経費）

2. 交付決定を受けた商店街が支払った経費

3. 交付決定日以降に契約・発注等を行った経費

4. 補助対象経費の使途、単価、個数等が提出書類にて確認可能であること

5. 交付決定を受けたイベントの実施に係る経費として明確に区分できる経費

6. 取得財産となる場合は所有権が交付決定を受けた商店街に帰属する経費

経費について、補助対象かどうか判断に迷う場合は必ず事前にご相談ください。

補助対象外となる経費について

• 現金、口座振込以外の支払い（クレジットカード、QRコード決済や交通系ICなどの電子マネー

等での支払いは対象外）

• 使用実績がないものの経費（未配布のチラシなど）

• 内訳が確認できない経費

• 交通費

• 来賓者、商店街関係者用の備品や消耗品、飲食物（来賓者に配布する飲み物など）

• 事前に申請のない備品代

• 汎用性のある備品や消耗品代（パソコン、カメラ、テレビ、街路灯音響機器、文具類など）

• 取引時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分

• 生業ではない業者へ支払う経費（チラシの制作を生業としていない飲食店と契約し、イベント

のチラシ制作代を支払う場合など）

※イベントへの協力に対する謝礼の場合は、生業かどうかは問いません（謝礼については

Ｐ.３１を参照）。

• 交付決定前に発注・購入・契約など実施した経費

• 交付決定を受けたイベントに関係のない経費

• 収益が発生した場合

「（補助対象経費－収益）×補助率」の計算により、補助金額が減額

※収益については、Ｐ.３７をご確認ください。

• 他の補助金（負担金、分担金を含む）の対象経費に計上した経費

• 必要最低限の経費ではない、華美・過剰な経費

• 一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費

• その他、補助事業に関係のない経費、区が適さないと判断する経費 18
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対象となる経費例

• チラシ・ポスター・フラッグ・案内看板の作製費

• チラシの新聞折込み経費

• 新聞、雑誌等への広告掲載料

• イベント専用ホームページの作製費

• 抽選券、福引券等作製費

• SNSイベント専用アカウントの開設及び運用に要する経費

• SNSに投稿する文章の考案、投稿日時の選定及び投稿用の画像編集

等、SNSの運用に関して専門的なサポートを受ける経費

• インフルエンサー等（商店街関係者及び同居する親族を除く）に、

イベントの周知を依頼した場合に要する経費

対象外となる経費例

• イベント名、商店街名、開催日または回数や年号の記載のないフ

ラッグ（備品の場合は開催日・回数・年号の記載は不要）

• イベントと無関係な情報が掲載されている場合のすべての作製費

• 商店街が主催する当該イベント以外の事業等の情報（補助事業以

外の事業を含む）で、かつ印刷面積が1/10を超えた場合のすべて

の作製費

• 既存の商店街ホームページへのイベント掲載費

• 誤植や汚損等も含め、配布しなかったもの

• SNSのイベント専用アカウント以外のアカウント開設及び運用に要

する経費

• 経常的な商店街活動の周知を目的としたアカウント開設及び運用

に関する経費

周知費用１

注意事項

≪未使用分の経費の算出方法≫

• 以下の例のとおり算出します。

（例）印刷委託費の合計１０万円（内訳：デザイン費２万円、版代２万円、印刷費６万

円）でチラシを１,０００枚作成し、２００枚未使用の場合

１０万円÷１,０００枚＝１００円（１枚当たりの単価）

１００円×２００枚＝２万円が補助対象外経費
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周知費用１

注意事項

≪共通の注意事項≫

• 正式なイベント名、商店街名、開催期間を記載すること

※チラシ・ポスター等の作製例はＰ.４４～Ｐ.４７を参照

• 当該イベントに関係のない記載は行わないこと

なお、イベントに関連したセール等を行う場合、個店一覧は可とします。

ただし、商店街が主催する事業等の情報（補助事業以外の事業を含む）で、かつ、印刷

面積が1/10以下の場合に限り、当該イベントとは関係のない記載を可とします。

• チラシやポスターなどに「協賛」、「協力」と表記する場合は、以下に沿って表記して

ください。

≪提出書類≫

[イベントに関係のない記載の例]

  ・イベントに関する情報が記載されていない商店街のマップ

・単なる組合員一覧

・イベント実施期間外に個店が実施するセール等の情報

・イベント内容と関係のない個店の紹介

・他団体のイベント告知

・イベントとは無関係の広告

経費の内容 書類の種類

イベント専用ホームページを作製する場合 イベント専用ホームページのハードコピー

新聞折込を行う場合
折込日と折込を担当する販売所、折込枚数

の内訳が確認できるもの

SNSのイベント専用アカウントを開設・運

用した場合

イベント専用アカウントを開設・運用した

場合、アカウント画面のハードコピー

SNSの運用に関するサポートを受けた場合 サポート内容が分かる書類

インフルエンサー等に周知を依頼した場合
インフルエンサー等が行った周知の内容が
分かる書類

協賛 金銭的支援を受けたとき

協力 人的・物的支援を受けたとき

20
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対象となる経費例

• 舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費

• 会場賃借料

• イベントの企画、運営の委託に要する経費

• 会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

• 無料の金魚すくい、スーパーボールすくい等を行うための経費

（別途記念品・景品として景品表示法の適用あり）

• 提灯やイルミネーションの電灯料

対象外となる経費例

• 会場で使用する物品の修繕費

• 内容が「一式」となっており詳細が判らないもの

• イベントの企画、運営の委託に要する経費が総事業費の５０％を

超えた場合、イベント実施に係るすべての経費

• 金魚やスーパーボールすくい等の出し物で使い切れなかった物

• 生業としていない会場賃借料

• イベント期間以外の電灯料

• 売上報告の無い、商店街の有料模擬店で使用した物品のレンタル

料

会場設営費２

注意事項

≪共通の注意事項≫

• 請求書や領収書等において一式とせず、経費の内容や内訳が分かる書類を提出すること

• イベントの企画、運営の委託に要する経費が総事業費の５０％を超えた場合、イベントす

べての経費が補助対象外となります。

≪イベントの企画・運営を委託した場合≫

• 商店街の企画・運営内容をまとめた資料、議事録等を提出すること

≪産業廃棄物の処理を委託した場合≫

• マニフェスト（産業廃棄物管理票）を提出すること
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景品とは

抽選会やじゃんけん大会など、偶然性や特定行為の優劣によって、貰

える品物に差がつく場合、その品物は景品にあたります。

（例）・抽選券、じゃんけん等により提供する場合

・パズル、クイズ等の回答の正誤により提供する場合

・競技、ゲーム等の優劣により提供する場合

対象となる経費例

• 抽選会や福引の景品の購入費

• 無料・有料を問わず輪投げ等貰えるものに差（等級）があるゲー

ム類の景品の購入費

対象外となる経費例

• 配布されなかった景品

• 換金回収されなかった買物券

• 写真の提出がない景品

• 現金

• 宝くじ

• チラシ・ポスター等に品名・数量の記載のない景品

• チラシ・ポスター等での周知数量を超えた部分

• 商店街関係者及び同居する親族が受け取った景品

景品購入費３

注意事項

≪共通の注意事項≫

• 「景品・記念品台帳（様式３）」を提出すること

• 金券類（商店街の買物券、商品券、図書カード等）を景品として提供する場合は、「景

品・記念品台帳（様式３）」に加えて、「金券類受払簿（様式５）」も提出すること

• 景品がもらえる要件・景品の内容・景品本数をチラシ・ポスター等に掲載し、事前周知す

ること

• 景品の内容がわかる写真及び配布している状況がわかる写真を提出すること

• 景品としてせたがやPayのポイントの配布を希望する場合、イベント実施の３カ月前まで

に世田谷区商店街振興組合連合会もしくは商業課にご相談ください。

商店街が実施するイベントには、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

必ず以下の注意事項を確認いただき、景品表示法を遵守してイベントを実施してください。

景品表示法に照らして明らかに違反していると判断される場合、景品購入費だけでなく、

イベントに関する全ての経費が補助対象外となる恐れがあります。

景品について、補助対象かどうか判断に迷う場合は必ず事前にご相談ください。
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景品購入費３

注意事項

≪補助対象経費の上限≫

• 景品単価 １万円

※景品単価１万円を超過した分は対象外

• １商店街 ９０万円

※景品購入費の総額が９０万円を上回る場合、９０万円を超過した分は対象外

※共催の場合、上限は「９０万円×共催する商店街数」

• 商店街連合会の場合は１２０万円

≪景品表示法上の景品の上限≫

• 商店街振興組合・任意商店会（会員３０名以上）の場合

• 任意商店会（会員３０名未満）の場合

※景品総額の上限額の計算方法については、Ｐ.２４を参照

≪商店街が発行する買物券を景品にする場合≫

• 買物券の回収実績を明らかにすること

• 各商店街加盟店舗の領収書または換金簿を提出すること（作成例はＰ.６９～Ｐ.７０を参

照）

• 景品１本あたり１万円を超える買物券を提供する場合、１万円を超える景品か、１万円

以内の景品か、区別できるようにしてください。

（例）２万円分の買物券（１,０００円分の買物券×２０枚）は赤色

１万円分の買物券（１,０００円分の買物券×１０枚）は白色で発行

景品１本あたりの上限額 景品総額（※）

取引価格にかかわらず３０万円 景品に係る売上予定総額の３％

景品に係る取引価格 景品１本あたりの上限額 景品総額（※）

５，０００円未満 取引価格の２０倍 景品に係る売上予定総額の２％

５，０００円以上 １０万円 景品に係る売上予定総額の２％
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景品購入費３

注意事項

≪景品表示法に照らした適法性の判断≫

• 交付申請時に、景品表示法に照らして売上予定総額を算出するとともに、以下の金額の

妥当性を確認します。

① イベントに参加する１店舗あたりの１日の売上予定総額

② 抽選券を１枚もらった人の平均の買い上げ金額

③ イベント申請時の参加人数から推定する１人あたりの買い上げ金額

• 妥当性が確認できない場合は、交付決定を行うことができない恐れがあります。

（例）商店街振興組合が実施するイベントで景品総額が９０万円の場合

⓪ 売上予定総額

景品総額から３％を割り返すと、そのイベントの売上予定総額が算出できます。

景品総額９０万円÷０．０３＝売上予定総額３,０００万円

① イベントに参加する１店舗あたりの１日の売上予定総額

売上予定総額３,０００万円÷参加店舗５０軒÷イベント実施期間３０日＝２万円

② 抽選券を１枚もらった人の平均の買い上げ金額

売上予定総額３,０００万円÷抽選券配布枚数２０,０００枚＝１,５００円

③ イベント申請時の参加人数から推定する１人あたりの買い上げ金額

売上予定総額３,０００万円÷イベント申請時の参加人数５,０００人＝６,０００円
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景品購入費３

注意事項

≪満点カードの取扱≫

• 商店街において、経常的に実施しているスタンプ事業の満点カードを利用した景品は、

以下の要件をすべて満たす場合に限り、景品購入費のみ補助対象とします（記念品購入

費は対象外）。

• スタンプや台紙に係る経費は対象外となります。

【条件】

① 商店街としてスタンプ（ポイント）事業が経常的に実施されており、商店街への会

計報告等が適正になされていること

② 満点カードを持参するもの以外の不特定多数の者も抽選会に参加できること

（ただし、現金を支払って参加できる場合は、満点カード持参・現金支払い以外の

参加要件をもう１つ以上設けること）

③ 満点カードでの抽選会参加者について、満点カード回収金額を売り上げとして収益

計上すること

【補助金額の計算例】

総事業費 ：１００万円

対象外経費 ：１０万円

出店料 ：２０万円

満点カードの回収金額：１０万円

※満点カード１枚あたりの回収額５００円×満点カード

持参者２００人

補助率 ：２／３

上記の場合、補助金額は

計算式

〈総事業費（１００万円）－対象外経費（１０万円）－出店料収入（２０万円）

－満点カードの回収金額（１０万円）〕×２／３

＝４０万円（補助金額）（千円未満切り捨て）
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記念品とは

イベント来場者・参加者に対して、先着順で提供する品物であり、貰

える品物に差が発生しません。

（例）・スタンプラリーイベントで、すべてのスタンプを集めた方の

うち先着順で品物を提供する場合

対象となる経費例

• イベント来場者に配布する記念品の購入に要する経費

• スタンプラリー参加やお買物など一定の条件を満たした場合、も

れなく貰える記念品の購入に要する経費

• 無料模擬店（飲食、ゲーム等）の配布分の仕入れに要する経費

対象外となる経費例

• チラシ・ポスター等に品名・数量の記載のない記念品

• チラシ・ポスター等での周知数量を超えた部分

• 配布状況の写真のないもの

• 購入数・配布数の特定できないもの

• 配布されなかった記念品

• 会場で大皿に食べ物が載っているなど、個数管理できないもの

• 商店街関係者及び同居する親族が受け取った記念品

• 無料模擬店（飲食、ゲーム等）の配布分について、数量の事前周

知がないもの。また、無料模擬店と有料模擬店を同時に開催する

場合で、それぞれの仕入れの経費と、払出しの数量を明確に分け

られないもの

• 現金、宝くじ

記念品購入費４
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記念品購入費４

注意事項

≪共通の注意事項≫

• 「景品・記念品台帳（様式３）」を提出すること

• 金券類（商店街の買物券、商品券、図書カード等）を記念品として提供する場合は、「景

品・記念品台帳（様式３）」に加えて、「金券類受払簿（様式５）」も提出すること

• 記念品の配布方法・記念品の内容・配布個数をチラシ・ポスター等に掲載し、事前周知す

ること

• 記念品の内容がわかる写真及び配布している状況がわかる写真を提出すること

• 一定の量で先着順など不特定多数に配布できるものにすること

• 記念品としてせたがやPayのポイントの配布を希望する場合、イベント実施の３カ月前ま

でに世田谷区商店街振興組合連合会もしくは商業課にご相談ください。

≪補助対象経費の上限≫

≪無料模擬店（飲食）の場合≫

• 配布分について数量を事前周知すること

• 無料模擬店と有料模擬店を同時に開催する場合、無料模擬店と、有料模擬店それぞれの仕

入れの経費と払出しの数量を明確に分けること

商店街が実施するイベントには、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

必ず以下の注意事項を確認いただき、景品表示法を遵守してイベントを実施してください。

景品表示法に照らして明らかに違反していると判断される場合、記念品購入費だけでなく、

イベントに関する全ての経費が補助対象外となる恐れがあります。

記念品について、補助対象かどうか判断に迷う場合は必ず事前にご相談ください。

取引価格 記念品の最高額（税込）

１,０００円未満 ２００円（記念品経費を合算した額）

１,０００円以上 取引価格の１０分の２
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対象となる経費例 • 大道芸やコンサート出演者等への出演料

対象外となる経費
例

• 出演者を対外的に事前周知していない場合

• 出演者がイベントに出演していることが分かる写真が提出されな

い場合

出演料５

注意事項

≪共通の注意事項≫

• 各出演者を対外的に事前周知すること

• 出演者がイベントに出演していることが分かる写真を提出すること

≪補助対象経費の上限≫

• 演目を実施した日数×１００万円

（例）イベント実施期間が３日間、出演者が出演するステージイベントが２日間の場合

出演料の補助対象経費の上限額は

２日間×１００万円＝２００万円となる。
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対象となる経費 • イベント実施のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

対象外となる経費例

• 勤務内容が、イベント補助金の実績報告のための領収書等の整理

である賃金

• 商店街関係者及びその同居する親族に対する賃金

• 休憩時間分の賃金

• アルバイト賃金領収簿に自筆署名がない場合の賃金

その他の諸経費【アルバイト賃金】６

注意事項

≪共通の注意事項≫

• 「アルバイト賃金領収簿（様式２）」を提出すること

• アルバイトを雇用する際は、各種法令に則り、休憩時間やアルバイト賃金等の設定を行う

こと

• 従事している人数に応じた規模の分かる写真を提出すること。

≪補助対象経費の上限≫

• １時間あたりの東京都の最低賃金＋１００円

※令和８年２月時点で、東京都の最低賃金は１,２２６円であるため、上限は１,３２６円

≪賃金の下限≫

• １時間あたりの東京都の最低賃金を下回らないこと

※例年、１０月頃に最低賃金が改定される状況が続いているため、１０月頃にイベントを

実施する場合は、改定後の最低賃金を下回らないよう時給を設定してください。最低賃

金を下回る金額で支払いを行った場合、補助対象外となる場合があります。

≪休憩時間≫

• 労働基準法に則り、休憩時間を以下のとおりに与えること

労働時間 休憩時間

６時間以下 休憩時間を与える義務は生じない

６時間超え８時間以下 ４５分以上

８時間超え １時間以上
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その他の諸経費【アルバイト賃金】６

注意事項

≪割増賃金≫

• 労働基準法により、以下の場合は割増賃金を支払う必要があります。

※午後１０時以降に８時間を超える労働が発生する場合、５割以上の割増が必要になります。

割増賃金を支払う場合 割増賃金の算出方法

労働時間が８時間を超える場合

８時間を超えた分の労働時間に対する賃金は、

「通常の賃金の２５％以上」とすること

（例）

時給１,３００円、労働時間が１０時間、割増率を２

５％とする場合

１０時間のうちの２時間分に対しての賃金は

１,３００×１.２５×２＝３,２５０円

労働時間が２２時以降の場合

２２時以降の労働時間に対する賃金は、

「通常の賃金の２５％以上」とすること

（例）

時給１,３００円、労働時間が１８時から２３時、割増

率を２５％とする場合

２２時以降の労働時間に対しての賃金は

１,３００×１.２５×１＝１,６２５円
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対象となる経費 • イベントへの協力に対する個人または団体への謝礼

対象外となる経費例

• 商店街関係者及び同居する親族に対する謝礼

• 収益事業従事者及び来賓者に対する謝礼

• 行政機関（区・警察・消防等）に対する謝礼

• ボランティアに対する現金や金券

• 対価を伴わない謝礼（近隣への騒音に対する謝礼等）

• 受領書のない謝礼

その他の諸経費【謝礼】７

注意事項

≪提出書類≫

※受領者からの受領書の作成例はＰ.６８を参照

≪補助対象経費の上限≫

• １イベントあたり謝礼の合計が３０万円まで

• 高校生以下の学生に対する謝礼は、１日あたり１人１,０００円まで

≪消防団員への謝礼≫

• 消防団員は、非常勤の行政機関の職員であるため、消防団員の立場でイベントに協力した

場合の消防団員に対する謝礼は補助対象外となります。

≪会場警備に対する謝礼≫

• 警備業法において、人や車両等の「雑踏」を警備する者は、警備業法に定める知識・能力

を有する者である必要があります。

• 必要な知識・能力を有していない方へ「会場警備」の名目で謝礼を支払うことは、補助対

象外となるだけでなく、法律違反になる恐れがあります。

• 会場警備が必要な場合は、警備業法に定める警備会社等に依頼してください。

謝礼の内容 書類の種類

現金
• 謝礼内容一覧（様式４）

• 受領者からの受領書

金券

（例）商品券・ビール券等

• 謝礼内容一覧（様式４）
• 金券類受払簿（様式５）
• 金券の購入時の領収書
• 受領者からの受領書

品物

（例）弁当・飲料水等

• 謝礼内容一覧（様式４）
• 品物の購入時の領収書
• 受領者からの受領書

31
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対象となる経費 • 事業実施に直接必要で使った消耗品費

対象外となる経費例

• 汎用性が高いもの

• 文具類（はさみ、カッター、ホッチキス等）

• 使い切っていないテープ類、用紙

• イベント名、商店街名、回数や年号の記載のないスタッフ用ウェ

ア

• 作製したスタッフ用ウェアの商店街会員数を超過した部分

• 清掃用品（ホウキ、チリトリ、バケツ等）、医薬品

• 来賓者、関係者用の消耗品

その他の諸経費【消耗品費】８

注意事項

≪共通の注意事項≫

• 「消耗品使用状況報告書（様式８）」を提出すること

• 購入量や使用量が明らかでないものや、残数は補助対象外となります。

• 会場設営用のテープ類などは、残量が分からないため使い切った本数のみを補助対象とし

ます。

• フードパックや割りばしなど模擬店や景品、記念品の配布などに使用した消耗品の場合、

販売数や配布数を超える分は補助対象外となります。

≪スタッフ用ウェア≫

※作成例はＰ.４３を参照

要件 その年のそのイベントのみで使用すること

補助対象経費の上限
１イベントにつき
３,０００円／人（デザイン費等含む）

補助対象とする作成枚数 商店街の会員数

スタッフ用ウェアに必ずプリント

する内容

• 正式なイベント名
• 正式な商店街名
• 実施回数もしくは実施年度
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対象となる経費例

• 複数年、同一イベントで使用する物品の購入経費

• 商店街所有の備品（自費購入したものも含む）の使用により発生

する経費

（例：法被のクリーニング費、提灯の取り付け費）

対象外となる経費例

• 事前に申請なく購入したもの

• 汎用性が高いもの

（例）パソコン及び周辺機器、印刷機、カメラ、ビデオカメラ、

テレビ、DVDプレーヤー等のAV機器、街路灯音響機器、餅つ

き機など

• 会員数を超えて作製したスタッフ用ウェア

その他の諸経費【備品】９

注意事項

≪備品の購入までの流れ≫

①交付申請時に、備品購入希望票・見積書・デザイン案を提出する

②商業課の承認を得る（商業課から通知を送付します）

③備品を購入する

≪要件≫

• 複数年、同一イベントのみで使用すること（同一イベント以外では使用しないこと）

• 備品に正式な商店街名・イベント名を明記すること（イルミネーション等は除く）

• 備品申請に対する承認の通知に記載されている注意事項に沿って、備品の購入や管理を行

うこと

• 購入した備品は適切に管理し、管理状況を「備品管理簿（様式６）」にて明確にすること

• 事前に提出いただいた「備品購入希望票」により、商業課で認めたもののみ補助対象とな

ります。

≪提出書類≫

• 「備品管理簿（様式６）」を提出すること。

※「商店街所有の備品（自費購入したものも含む）の使用により発生する経費」を計上す

る場合も提出が必要です。

≪備品を廃棄する場合≫

• 備品を廃棄する場合、廃棄したことがわかる書類を求める場合があります。
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その他の諸経費【備品】９

注意事項

≪スタッフ用ウェア≫

≪財産処分等の制限≫

• １個または１組あたり税込30万円以上の備品について、補助金の交付目的に反して使

用・譲渡・交換・貸付・取壊し・債務の担保に供するなど処分しようとする場合は、事

前に区に申請して承認を受ける必要があります。ただし、その財産が「減価償却資産の

耐用年数等に関する省令」（昭和40年大蔵省令第15号）で定められている年数（処分制

限期間）を経過している場合は、申請は不要です。

• 区は承認する際に必要な条件を付けることがあり、既に交付された補助金の一部または

全部を返還させることができます。また、承認を得ずに処分を行うと、交付規程の違反

により補助金交付の取消・返還命令の対象となります。なお、返還する補助金の額は、

次の計算式によって決まります。（1,000円未満の端数は切り捨てます）

・補助金の交付の目的以外の用途に使用し、又は譲渡し、交換し、若しくは廃棄する場

合の返還額

＝処分する財産に係る補助金の交付額ー（処分する財産に係る補助金の交付額/処分制

限期間）×取得した時からの経過年数

・貸し付ける場合の返還額

＝（処分する財産に係る補助金の交付額/処分制限期間）×貸し付ける年数

・担保に供する場合の返還額

＝（処分する財産に係る補助金の交付額/処分制限期間）×担保に供する年数

補助対象経費の上限
１イベントにつき
５,０００円／人（デザイン費等含む）

補助対象とする作成枚数 商店街の会員数

スタッフ用ウェアに必ずプリント

する内容

• 正式なイベント名
• 正式な商店街名
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対象となる経費例

• 有料の模擬店の仕入れに要する経費（金魚すくい、スーパーボー

ルすくい等を含む）

• 模擬店等で使用した光熱水費（使用量を明確にすること）

対象外となる経費例

• 商店街が無料模擬店と有料模擬店を同時に開催する場合、それぞ

れの仕入れの経費と払出しの数量が明確に分けられないもの

• 商店街が実施した有料模擬店の売上を収入算定しない場合の材料

費やアルバイト賃金、生産物保険

• 売上数と材料の購入量が合わない場合の材料費

• 商店街が実施した売上を収入算定していない模擬店のみでかかっ

たゴミ処理料、光熱水費

• 模擬店等で収益を上げている外部の団体及び、個人の物品のク

リーニング代

• 模擬店等で商店街関係者及びその同居する親族が提供した光熱水

費

その他の諸経費【模擬店経費】10

注意事項

≪商店街及び青年部など商店街内部の団体が行う模擬店≫

• 商店街及び青年部など商店街内部の団体が行う模擬店については、その売上を「売上等収

益確認書（様式７）」に記載し提出する場合は、模擬店に係る経費（例：材料費、機材費

など）は、補助対象となります。

• 無料模擬店と有料模擬店を同時に開催する場合、それぞれの仕入れの経費と払出しの数量

を明確に分けること

≪他団体が行う模擬店≫

• 商店街以外の他団体が行う模擬店については、模擬店に係る経費は補助対象外となります。

• 他団体の模擬店でも、イベントの周知や会場設営の一環として共通的にかかる経費（例：

他団体や個店（商店街の会員店舗含む）が実施する模擬店等の情報が掲載されたチラシ・

ポスターの印刷費、テント設営費、模擬店エリア全体で使用できる金券など）については

補助対象となります。
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対象となる経費例

• イベント期間のイベントに関する保険料

• 道路使用許可手数料

• 送料、代引き手数料

• 事業系一般ごみ処理手数料又は、ごみ処理券購入費

• 記録用写真に係る経費（補助対象経費の上限：１万円）

• 振込み手数料

対象外となる経費例

• イベント期間外の保険料

• 案内状（イベントへの来賓案内）等送付に係るもの

• 関係者資料等のコピー代

• 商店街内部の会議費

• 飲食費

• 商店街関係者の交通費

• イベント実施前に行う打合せや踊りの練習等に係る経費（事前打

合せの会場代等）

その他の諸経費【その他】11

注意事項

≪提出書類≫

≪飲食費≫

• 飲食費は原則対象外ですが、熱中症対策の飲料代は以下の場合、補助対象となります。

経費の内容 書類の種類

保険料
• 対象者や期間など、契約内容

が分かる書類

道路使用許可手数料 • 道路使用許可書の写し

景品発送時の送料

（切手代を含む）
• 送付リスト

経費の内容 補助対象となる費目

事前周知したうえで来街者

に配布
記念品購入費

出演者などイベント協力者

に配布
その他の諸経費【謝礼】

救護スペースを設置して救

護用として配布
その他の諸経費【その他】
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収益

収益について

交付決定を受けたイベントを実施する中で収益が発生した場合は、必ず実績報告時に「売上等収益

確認書（様式７）」を提出してください。

収益が発生した場合、「（補助対象経費－収益）×補助率」の計算により補助金額を減額します。

売上額が不明な場合、売上に係る経費を対象外とします。

≪収益の例≫

・出店料

・イベントの周知物における広告収益

・商店街が模擬店を実施した際の、模擬店の売上げ

・企業や町会、個人等から提供のあった、交付決定を受けたイベントに対する協賛金 など

協賛金について

交付決定を受けたイベントに対する協賛金と、日常の商店街活動に対する協賛金は、取扱い方法が

異なります。

協賛金を提供した方に、交付決定を受けたイベントへの協賛金か、もしくは、日常の商店街活動へ

の協賛金なのかを確認していただき、以下のように適正な処理を行ってください。

収益が発生したにもかかわらず、売上等収益確認書を提出せず、商業課へ収益について報告しな

かった場合、交付決定の一部または全部を取消すこととなります。交付決定の取消しが行われた

場合、すでに支払われた補助金の一部もしくは全額（違約加算金や延滞金を含む）を返還してい

ただきます。

交付決定を受けたイベントへの協賛金 日常の商店街活動への協賛金

領収書の記載 但書に、交付決定を受けたイベントへ

の協賛金であることが、分かるように

記載すること

（例）

「○○祭りへの協賛として」

但書に、日常の商店街活動への協

賛金であることが、分かるように

記載すること

（例）

「○○商店街活動への協賛とし

て」

花かけの記載 協賛金の提供者が、交付決定を受けた

イベントに対して協賛したことが分か

るように記載すること

（例）

「○○祭りに協賛いただいた皆様」

協賛金の提供者が、日常の商店街

活動に対して協賛したことが分か

るように記載すること

（例）

「○○商店街活動に協賛いただい

た皆様」

花かけ台に対する
補助

補助対象 補助対象外

商業課への報告 必要 不要

決算書の記載 交付決定を受けたイベントの収入とし

て記載すること

事業外の収入として記載すること
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自然災害時の取扱い

自然災害により中止となったイベントの取扱い

以下の理由によりやむを得ず中止となったイベントについては、一部の経費を補助対象とします。

経費区分 補助対象経費 提出書類

周知費用 • 予定していたイベントを周知し

た費用

• イベントの中止を周知した費用

• 費用の内訳がわかる書類（請求書など）

• 支払ったことが確認できる書類（領収書など）

• 周知物の原本

会場設営
費

• イベントの中止決定前に契約

締結等を行った会場設営費

（委託費等も含む）に係る契

約の約款等により発生した

キャンセル料

• 発注書＋発注請書もしくは契約書

• キャンセル料の規定について記載されている書類

（契約約款など）

• キャンセル料を支払ったことがわかる書類（領収

書など）

• 納入や工事の実績が確認できる書類（写真等）

• 自然災害の発生によりやむを得

ず使用されなかった施設・設備

の設営に係る経費

• 費用の内訳が分かる書類（請求書など）

• 使用実績のない施設・設備の設営に係る経費を支

払ったことがわかる書類（領収書など）

• 納入や工事の実績が確認できる書類（写真等）

景品購入
費

• 事前に周知した、または、周知

しようとした景品配布数を上限

とした購入費

• 費用の内訳がわかる書類（請求書など）

• 支払ったことが確認できる書類（領収書など）

• 景品配布数を周知した、または、周知しようとし

た周知物（チラシなど）

• 景品台帳（様式はＰ.４０を参照）

記念品購
入費

• 事前に周知した、または、周知

しようとした記念品配布数を上

限としたの購入費

• 費用の内訳がわかる書類（請求書など）

• 支払ったことが確認できる書類（領収書など）

• 記念品配布数を周知した、または、周知しようと

した周知物（チラシなど）

• 記念品台帳（様式はＰ.４１を参照）

出演料 • イベントの中止決定前に契約締

結等を行った出演料に係る契約

の約款等により発生したキャン

セル料

• 発注書＋発注請書もしくは契約書

• キャンセル料の規定について記載されている書類

（契約約款など）

• キャンセル料を支払ったことがわかる書類（領収

書など）

【自然災害時の取扱いの範囲】

① 大雨・洪水・大雪等警報

② 警戒レベル３相当

③ 熱中症特別警戒アラート（熱中症特別警戒情

報）

④ 熱中症警戒アラート（熱中症警戒情報）

⑤ その他区が特別に認めたもの

補助対象経費
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※表に記載されていない提出書類を求める場合があります。

※必要な提出書類が提出されない場合は、補助対象外となります。



自然災害時の取扱い

景品台帳・記念品台帳の取扱い

• 未配布の景品及び記念品がなくなるまで、景品台帳もしくは記念品台帳にて数量を管理してくだ

さい。

• 台帳で管理する景品及び記念品は、次回以降に開催する同一イベント、もしくは、異なるイベン

トにて配布することが可能です。配布した場合、払出日時と払出数量などを記載した景品台帳も

しくは記念品台帳を提出してください。

• イベント補助金を活用せず商店街の自費で行うイベントで配布する場合でも、提出が必要です。

その場合、イベントの概要がわかる資料も提出してください。

39

収益が発生した場合の取扱い

• 実績報告以前に、景品や記念品の処分などにより収益が発生した場合、実績報告時に景品台帳・

記念品台帳だけでなく「売上等収益確認書（様式７）」も提出してください。

• 収益が発生した場合、「（補助対象経費－収益）×補助率」の計算により補助金額を減額します。

• 実績報告以降に収益が発生した場合、収益が発生した時点で「売上等収益確認書（様式７）」を

提出してください。

• その場合、収益発生前の補助金額と収益発生後の補助金額との差額分について、商店街に返還し

ていただきます。

• イベント中止保険による保険金を受領した場合も、上記と同様の取扱いとします。ただし、明ら

かに補助対象外経費に係る保険金については、計上すべき収入から除きます。その場合、保険の

内容や保険金の内訳がわかる書類を提出してください。

実績報告書への記載

• 実績報告書別紙１（Ｐ.５７）には、自然災害の影響により中止等を行った旨及びその影響内容を

明記してください。

（例）

景品として○○を購入したが、××の影響によりイベントを中止したため、配布できなかった。



自然災害時の取扱い

景品台帳
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自然災害時の取扱い

記念品台帳
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課税事業者として１，０００万円以上の売上を申告している商店街振興組合が、消費税仕入額控除

を確定申告し、その額が確定した場合、補助金の返還義務が生じる場合があります。該当する場合

は商業課へ連絡してください。

＊消費税の課税事業者とは・・・

個人事業者については前々年、法人については前々事業年度の課税売上が１，０００万円を超える

事業者は、消費税を納める義務があります。これを課税事業者といいます。課税事業者に該当する

こととなった場合には、消費税を国に納付する義務が生じます。受け取った消費税が多ければ納付

し、払った消費税が多ければ還付を受けることになります。

その他

交付決定の取消し（補助金の返還）
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次の１～３のいずれかに該当した場合は、イベント補助金の交付決定の一部又は全部を取消します

ので、ご注意ください。なお、取消しが行われた場合は、支援に係る費用の支払いおよび補助金の

返還（違約加算金及び延滞金を含む）を区に行っていただきます。

1. 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

2. 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき

3. その他、補助金の交付の決定の内容、これに付けた条件、規則の規定に基づく命令または法令

に違反したとき

公道の使用について

• 公道を使用してイベントを実施する場合、「道路占用許可」と「道路使用許可」が必要となり

ます。道路の種類によって管轄が異なるため、必ず事前に以下の管轄へ申請手続きを行ってく

ださい。

道路占用許可 道路使用許可

区道
世田谷区 土木部 土木計画調整課 占用担当

TEL 03-6432-7960
世田谷警察署 TEL 03-3418-0110

北沢警察署 TEL 03-3324-0110

玉川警察署 TEL 03-3705-0110

成城警察署 TEL 03-3482-0110都道
東京都 第二建設事務所 管理課 占用係
TEL 03-3774-8184

世田谷区の名義使用について

「後援：世田谷区」のように区の名義を使用する際には、イベント開始の１か月前までに「世田谷

区後援名義使用申請書」の提出が必要です。世田谷区の承認を受けてからポスターなどを製作して

ください。

イベント終了後１か月以内に「世田谷区名義使用報告書」を提出する必要があります。

東京都の検査について

東京都がイベント補助金・活力補助金の関係書類を確認・検査します。（実績報告書類と決算書類

を照合します。）東京都から指摘された場合、補助金の返還を求める場合があります。

検査の際、原本の確認が必要となる場合がありますので、領収書も含め商業課に提出した実績報告

書類は５年間保管してください。

• 商業課作成の協力依頼文を持参することで区の道路占用許可手数料が免除になる場合がありま

す。事前に商業課に連絡してください。

課税事業者について



制作物の作製例

スタッフ用ウェア
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① 実施回数または年度を明記してください。

備品申請し、承認された場合は不要です。

② 正式なイベント名を記載してください。

③ 商店街名を正式名称で記載してください

POINT

スタッフ用ウェアやチラシ、ポスター等のデザインについて、不明な点がありましたら、

事前に商業課へご相談ください。制作物のデザイン案を商業課へお送りいただければ内容

を確認いたします。確認には１週間程度かかります。



制作物の作製例

チラシ・ポスター
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① 交付申請時に合わせた、正式なイベント名を記載して下さい。

② 開催期間を記載して下さい。

③ 福引等の抽選がある場合、参加要件を明記してください。

④ 景品の商品は、景品名と景品本数を必ず記載してください。

⑤ 記念品も景品同様、記念品名と配布数・配布方法等を必ず記載してください。

⑥ 商店街の図を載せる場合、イベント用の案内図である必要があります。

      例の通り盆踊り会場や福引抽選会場等を載せる必要があります。

⑦ 「主催」と記載し、主催者である商店街名を正式名称で記載してください。

POINT



制作物の作製例

チラシ・ポスター等に掲載する商店街各店舗の一覧表
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単に店舗の一覧を載せるだけでは、補助対象外となります。

例のように、福引券の配布や、イベント期間中の個店独自のセール情報などイベ

ントと関連した内容を記載する必要があります。

POINT



制作物の作製例

フラッグ・案内看板・横断幕

46

① 正式なイベント名を記載してください。

② イベント名に回数等の記載がない場合、日付などその年限りの内容を記載してく

ださい。備品申請し、承認された場合は不要です。

③ 「主催」と記載し、商店街名を正式名称で記載してください。

POINT



制作物の作製例

福引券・買物券
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① 補助金申請時に合わせた、正式なイベント名を記載してください。

② 福引の抽選日や買物券の有効期間等を記載してください。

③ 主催者を記載する場合は、商店街名を正式名称で記載してください。

POINT

≪福引券≫

≪買物券≫



書類の書き方 ～交付申請～
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【第５号様式】

交付申請書

①

①

①

① 記載は不要です。

② 押印は不要です。

③ 単独または共催、いずれかに〇をしてください。

④ 種別のいずれかに〇をつけてください。

⑤ 記載されたイベント名が正式名称となるため、漢字や送り仮名等を確認してくだ

さい。

POINT

③

④

②

⑤



書類の書き方 ～交付申請～

交付申請書別紙１

①

⑤

① 交付申請書のイベント名と揃えてください

② 共催の場合、共催する商店街名と各商店街の負担割合を記載してください。

また、負担割合が均等でない場合、負担割合の算出理由を記載してください。

③ 提灯やイルミネーションの点灯期間、抽選券の配布から商店街の金券の使用期

限までがイベント実施期間となります。

④ 組織活力向上支援事業の場合、組織の維持・活性化に対する効果、こども応援

事業の場合、こどもに対する効果についても記載してください。

⑤ 収益が発生する見込みの場合、収益の見込額を記載してください。

収益が発生しない見込みの場合、「０」と記載してください。

POINT

②

④

③

49



書類の書き方 ～交付申請～

50

確定額計算書

（チャレンジ戦略申請用）

②

① 確定額計算書には、前年度の交付決定または実績時の内容が記載されています。

修正がある場合、二重線を引いて、修正後の内容・金額を記載してください。

なお、記載する際は赤ペンを使用してください。

② 別紙「支出予定明細」の合計額を記載してください。

POINT

①



書類の書き方 ～交付申請～

51

支出予定明細

「確定額計算書」に記載がない経費は、支出予定明細に記載してください。

POINT



書類の書き方 ～交付申請～

52

交付申請書別紙２

（区単独補助のみ）

① 補助事業の実施及びその予算を決議した総会又は役員会等の議事録を提出してく

ださい。まちゼミ・まちバルで共催の場合、全ての商店街分の議事録が必要です。

POINT

①



書類の書き方 ～交付申請～

53

景品調査票

記載不要

①

① 交付申請書に記載された商店街名とイベント名を記載してください

② いずれかに〇をしてください。

③ 配布期間を記載してください。

④ 景品名称と景品の最高額を記載してください。

POINT

②

②

②

③

④



書類の書き方 ～交付申請～

54

記念品調査票

記載不要

①

① 交付申請書に記載された商店街名とイベント名を記載してください

② 配布する記念品名、単価を記載してください。

また、価格根拠、配布条件についていずれかに✓をしてください。

POINT

②



書類の書き方 ～交付申請～

55

備品購入希望票

②

① 備品の詳細について記載してください。

特に、イベントを実施するうえでなぜ備品が必要なのか、という点を具体的に記

載してください。

② 備品を購入する理由について、いずれかに〇をしてください。

POINT

①



書類の書き方 ～変更・中止申請～

56

変更・中止承認申請書

変更の場合、１～４を記載してください。

中止の場合、１・３・５～６を記載してください。

POINT



書類の書き方 ～実績報告～

実績報告書別紙１

④

① 共催の場合、共催した商店街名と各商店街の負担割合を記載してください。

また、負担割合が均等でない場合、負担割合の算出理由を記載してください。

② 電灯料のかかる提灯やイルミネーション等の点灯日から点灯終了日まで、抽選

券の配布から商店街の金券の使用期限までがイベント期間に含まれます。

③ 組織活力向上支援事業の場合、組織の維持・活性化に対する効果、こども応援

事業の場合、こどもに対する効果についても記載してください。

④ 収益事業実施の有無について、いずれかに〇をしてください。

⑤ 収益事業を実施した場合は記載してください。

POINT

①

⑤

③

57

②



書類の書き方 ～実績報告～

58

事業費出納簿(様式１)

②

① 請求書や領収書等に記載した通し番号順に記載してください。

② 税込金額を記載してください。

③ 写真台帳に記載された写真Noと揃えてください。

④ 支出額と収入額の合計が一致するようにしてください。

POINT

① ③

④



書類の書き方 ～実績報告～

59

アルバイト賃金領収簿(様式２)

① 商店街関係者及びその同居する親族の場合は〇をしてください。

〇がついた経費は補助対象外となります。

② 勤務開始時刻と勤務終了時刻を記載してください。

カッコ内に休憩時間を記載してください。

※労働時間がちょうど６時間の場合は休憩を設ける義務は生じません。

③ 「（休憩時間を除いた）労働時間×時給」の計算により、支払金額を算出して

ください。

④ アルバイト本人が自筆署名してください。

印鑑の使用は認められません。

POINT

① ② ③ ④



書類の書き方 ～実績報告～

60

景品・記念品台帳(様式３)

②

① 「購入数」には購入した景品（記念品）数を

「配布数」には配布した景品（記念品）数を記載してください。

② 「配布数×単価」の計算により合計金額を算出してください。

商店街発行の買物券は、換金額の合計のみ記載してください。

③ 景品（記念品）を当選者に渡した日時を記載してください。

なお、合理的な理由により渡した日時が記載できない場合は、余白にその理由

を記載してください。

景品（記念品）の配布数が10本以上の場合、景品進呈日時の記載は不要です。

POINT

③

①



書類の書き方 ～実績報告～

61

謝礼内容一覧(様式４)

① 謝礼先が複数人の場合、人数を記載してください。

② 商店街関係者及びその同居する親族の場合は〇をしてください。

〇がついた経費は補助対象外となります。

POINT

①

②



書類の書き方 ～実績報告～

62

金券類受払簿(様式５)

• 金券類受払簿の提出が必要な例

① 謝礼先に図書カードを渡した場合

② 景品や記念品で、商品券やクルージングチケット、商店街発行の買物券を配布

した場合

• 商店街が発行する買物券の換金分を補助対象とする場合、「金券類受払簿（様

式５）」に加えて

①回収各店からの領収書（作成例はP.６９を参照）

または

②回収実績を示す一覧表など各店が署名したもの（作成例はP.７０を参照）

が別途必要です。

POINT



書類の書き方 ～実績報告～

63

備品管理簿(様式６)

① 備品を購入した場合、適正な管理が必要です。

前年度までに購入した備品の状況や廃棄状況も含めて記載してください。

廃棄した場合は、廃棄理由も記載してください。

※「備品の使用により発生する経費」を計上する場合も、備品管理簿の提出が必要

です。(自費購入したものも含む)

（例）法被のクリーニング費、提灯の取り付け費

POINT

①



書類の書き方 ～実績報告～

64

売上等収益確認書(様式７)

②

① 収益の合計額だけではなく、収益の内訳（単価や売上数等）を記載してください。

② イベント実施日以降の日付を記載してください。

③ 商店街代表者及び会計担当者が自筆署名してください。

押印は不要です。

POINT

①

③



書類の書き方 ～実績報告～

65

消耗品使用状況報告書(様式８)

① 模擬店や景品、記念品などの場合、販売数や配布数を超えるものは対象外となり

ます。

② 消耗品の残数を記載してください。残数は補助対象外となります。

POINT

②

①



書類の書き方 ～必要書類の作成例～

66

請求書

③

① 通し番号を記載してください。

通し番号が、実績報告時の各様式に記載する「領収書番号」となります。

② 正式な商店街名が記載されていること

略称は認められません。

③ 日付が記載されていること

④ 「○○一式」ではなく、経費の内訳がわかるように記載されていること

POINT

②

④

①



書類の書き方 ～必要書類の作成例～

67

領収書

②

① 通し番号を記載してください。

通し番号が、実績報告時の各様式に記載する「領収書番号」となります。

② 日付が記載されていること

③ 正式な商店街名が記載されていること

略称は認められません。

④ 「○○一式」ではなく、経費の内訳がわかるように記載されていること

⑤ 法令に則って、印紙が貼付されていること

POINT

③

④

①

⑤



書類の書き方 ～必要書類の作成例～

68

謝礼の受領書

②

① 通し番号を記載してください。

通し番号が、実績報告時の各様式に記載する「領収書番号」となります。

② 日付が記載されていること

③ 正式な商店街名が記載されていること

略称は認められません。

④ 謝礼として渡したもの・個数を記載してください。

金銭の場合は、金額を記載してください。

⑤ 謝礼の理由を但書に記載してください。

⑥ 受領者の住所と氏名が記載されていること

POINT

③

⑤

⑥

①
①

④



書類の書き方 ～必要書類の作成例～

69

商店街買物券の領収書

①

① 日付が記載されていること

② 正式な商店街名が記載されていること

略称は認められません。

③ 買物券の券種と換金枚数、換金合計額がわかるように記載してください。

POINT

②

③



書類の書き方 ～必要書類の作成例～

70

商店街買物券換金簿

②

① 正式な店舗名と住所を記載してください。

② 買物券の券種と換金枚数、合計金額が分かるように記入してください。

③ 店の代表者に関わらず、実際に換金した方が自筆で署名してください。

POINT

① ③



書類の書き方 ～必要書類の作成例～

71

写真台帳

• Excelで作成する場合、以下の手順で写真をセルに貼り付けることが可能です。

①写真を貼付するセルをクリック

②メニューの「挿入」タブをクリック

③「画像→このデバイス」をクリック

④画像を選択し、「挿入」をクリック

• すべての経費について、写っている内容が判別・確認できる大きさの写真を提

出してください。

例 ポスターやフラッグ等周知物を掲示しているところ

イベント全体の様子、会場の様子、会場設営の物品

すべての出演者、抽選会と景品・当選者の様子

記念品を配布している様子、アルバイト賃金や謝礼を支払った相手方

会場設営等人件費を支払った相手方

作製枚数相応のスタッフウェアを着用している様子

POINT



ＦAＱ

72

Q 神社が実施する祭礼と合わせて、商店街のイベントを実施する場合、祭礼と
イベントどちらにもかかる経費は、補助対象となりますか？

神社等の宗教団体主催の祭礼等にかかわる経費は補助対象外となります。

祭礼等とイベントの明確な切り分けができない経費も補助対象外となります。

Q 景品・記念品に係る経費を商店街の自費で賄う場合でも、事前周知は必要で
すか？

事前周知は必要です。

補助対象かどうかに関わらず、景品・記念品を配布する場合は景品表示法に沿って対応を

してください。

Q
全国連携事業で、イベントが複数のコンテンツで構成されており、連携先が
関与していない部分は補助対象外となりますか？

全体として１つのイベントであれば、連携先が関与しない部分も補助対象となります。

Q

景品の場合、景品すべてが連携先の特産品などである必要はありません。

模擬店の場合、１ブース以上、ステージなどの場合は１プログラムまたは１団体以上の出

演が必要となります。

全国連携事業はどの程度の連携が必要となりますか？

Q ボランティア募集のためのチラシの作成に係る費用は補助対象ですか？

ボランティア募集のみを掲載したチラシの作成に係る費用は補助対象外となります。

ただし、イベントの周知＋ボランティア募集について掲載されている場合は補助対象とな

ります（イベント名・イベント開催日時などの記載が必須）。
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